
手続補正書は、次の様式により作成します。

商施規様式第15の２（第16条関係）

【書類名】 手続補正書

（ 提出日】 平成 年 月 日）【

【あて先】 特許庁長官 殿

（特許庁審判長 殿）

（特許庁審査官 殿）

【事件の表示】

【出願番号】

【補正をする者】

（ 識別番号 ）【 】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】

【代表者】 又は 識別ラベル,

代理人手続のときは、法人にあっては【代表者】の欄、【代理人】

並びに本人の印及び識別ラベルは不要です。【識別番号】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】 又は 識別ラベル,

【発送番号】

【手続補正１】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】

【補正方法】

【補正の内容】

【手数料補正】

【補正対象書類名】

（ 予納台帳番号 ）【 】

【納付金額】

（ 手数料の表示 ）【 】

（ 予納台帳番号 ）【 】

（ 納付金額 ）【 】
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〔備考〕

１ 「 あて先 」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許【 】

庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長、その他の場合は特許庁長官と

する。

２ 「 事件の表示 」の欄は、次の要領で記載する。【 】

イ 「 出願番号 」には 「商願○○○○－○○○○○○ 「国際登録第○○○○○○○【 】 、 」、

号」又は「○○○○年○○月○○日に事後指定が記録された国際登録第○○○○○○○

号」のように記載する。ただし、出願番号が通知されていないときは 「 出願番号 」を、【 】

「 出願日 」とし「平成何年何月何日提出の商標登録願」のように出願の年月日を記載し、【 】

「 出願日 」の次に「 整理番号 」の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を【 】 【 】

記載する。国際登録出願にあつては 「 出願番号 」を「 出願日 」とし「平成何年何月、【 】 【 】

何日提出の国際登録出願」のように出願の年月日を記載する。

ロ 書換登録申請については 「 出願番号 」を「 申請番号 」とし 「書換○○○○－○○、【 】 【 】 、

○○○○」のように書換登録申請の番号を記載する。ただし、書換登録申請の番号が通知

されていないときは 「 申請番号 」を「 申請日 」とし「平成何年何月何日提出の書換、【 】 【 】

登録申請」のように申請の年月日を記載し 「 申請日 」の次に「 整理番号 」の欄を設、【 】 【 】

けて、当該申請の申請書に記載した整理番号を記載する。

ハ 審判に係属中のものについては 「 事件の表示 」の欄に「 審判番号 」の欄を設け、、【 】 【 】

、【 】 、「不服○○○○－○○○○○」のように審判の番号を記載し、かつ 「 出願番号 」には

出願の番号（書換登録申請に対する審判にあっては 「 申請番号 」の欄に申請の番号）、【 】

を記載する。ただし、審判の番号が通知されていないときは 「 審判番号 」を「 審判請、【 】 【

求日 」とし審判請求をした年月日を記載する。】

３ 「 補正をする者 」の欄の「 住所又は居所 」及び「 氏名又は名称 」に国際登録出願の【 】 【 】 【 】

出願人又は国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載するときは、国際登録

出願についてする場合にあつては国際登録出願に記載された文字と同一の文字を、事後指定、

国際登録の存続期間の更新の申請又は国際登録の名義人の変更の記録の請求についてする場

合にあつては国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する。

４ 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは 「 氏名又は名、【

称 （法人にあっては「 代表者 ）の横にはるものとする。ただし、備考16に該当すると】」 【 】」

きは、識別ラベルをはる場合であっても印を省略することはできない。

５ 「 補正をする者 」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し【 】

設けて記載する。

【補正をする者】

（ 識別番号 ）【 】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】

【補正をする者】
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（ 識別番号 ）【 】

【住所又は居所】

【氏名又は名称】

６ 「 手続補正１ 」の欄は、次の要領で記載する（備考７から９までの場合を除く 。【 】 。）

イ 「 補正対象書類名 」は 「商標登録願 「期間延長請求書 「代表者選定届 「手続【 】 、 」、 」、 」、

補正書 「出願人名義変更届 「審判請求書 「書換登録申請書」のように補正する書類」、 」、 」、

名を記載する。また、書類名のみでは補正をする書類を特定できないときは「 補正対象【

書類名 」の次に「 補正対象書類提出日 」の欄を設けて「平成何年何月何日」のように】 【 】

記載する。

ロ 「 補正対象項目名 」は 「商標登録出願人 「代表者 「補正をする者 「商標登録【 】 、 」、 」、 」、

」、 」、 」、を受けようとする商標 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 「第○類

」、 」、 」、 」、 」、 」、「承継人 「譲渡人 「承継人代理人 「譲渡人代理人 「審判請求人 「請求の理由

「書換登録申請者 「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」の」、

ように補正をする単位名を記載する。

ハ 「 補正方法 」は、補正をする単位において、提出した書類に記載した事項を補正によ【 】

り変更するときは「変更」と、新たな事項を補正により加えるときは「追加」と、記載し

た事項を補正により削るときは「削除」と記載する。

ニ 「 補正の内容 」は 「 補正対象項目名 」に記載した事項（前に「 、後ろに「 」を【 】 、【 】 【」 】

付す ）及び補正後の内容を記載する。この場合において 「 商標登録出願人 「 補正。 、【 】」、【

をする者 「 承継人 「 譲渡人 「 手続をした者 「 代理人 「 承継人代理】」、【 】」、【 】」、【 】」、【 】」、【

人 「 譲渡人代理人 「 審判請求人 」などの商標登録出願人等又は代理人の欄若し】」、【 】」、【 】

くは「 パリ条約による優先権等の主張 」の欄を補正するときは、補正後の当該欄に係る【 】

者又は事項の全てを記載し 「 補正方法 」が「削除」のときは 「 補正の内容 」の欄は、【 】 、【 】

設けるに及ばない。

７ 手続に際して特許庁に提出すべきものとされている代理権を証明する書面、代表者である

ことを証明する書面その他の書面を提出するときは 「 手続補正１ 」の欄の「 補正対象書、【 】 【

類名 」には当該手続に係る書類名を記載し 「 補正対象項目名 」には「提出物件の目録」】 、【 】

と記載し 「 補正方法 」には「追加」と記載し 「 補正の内容 」には「 提出物件の目、【 】 、【 】 【

録 」の欄を設け、次に「 物件名 」の欄を設けて証明書の書類名を記載し当該証明書を添】 【 】

付する。

８ 特例法施行令第２条第４項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨

の申出をしていない手続又は提出する書類に印を押さず若しくは識別ラベルをはらないでし

た手続を補正するときは 「 補正対象書類名 」には当該手続に係る書類名を記載し 「 補、【 】 、【

正対象項目名 」には「商標登録出願人 「代表者 「補正をする者 「承継人 「譲渡】 」、 」、 」、 」、

人 「代理人 「承継人代理人 「譲渡人代理人 「審判請求人 「書換登録申請者」のよ」、 」、 」、 」、 」、

うに手続を行った者を記載し 「 補正方法 」には「追加」と記載し 「 補正の内容 」の欄、【 】 、【 】

には「 その他 」の欄を設けて当該手続を行った旨を記載する。【 】
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９ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正するときは、その全文又は

「商品及び役務の区分」を単位として補正しなければならず 「 手続補正１ 」の欄は次の、【 】

要領で記載する。

イ 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文を補正するときは 「 補正、【

対象項目名 」には「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」と記載し 「 補】 、【

正の内容 」は次のように記載する。】

【補正の内容】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

【第○類】

【指定商品（指定役務 】）

【第○類】

【指定商品（指定役務 】）

ロ 「商品及び役務の区分」を単位として補正するときは 「 補正対象項目名 」には「第、【 】

○類」と記載し 「 補正の内容 」の欄は次のように記載する。ただし 「 補正方法 」が、【 】 、【 】

「削除」のときは 「 補正の内容 」の欄は設けるには及ばない。、【 】

【補正の内容】

【第○類】

【指定商品（指定役務 】）

ハ ２以上の「商品及び役務の区分」を補正するときは 「 手続補正１ 」の欄の次に「 手、【 】 【

続補正２ 「 手続補正３ 」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように】」、【 】

欄を繰り返し設けて記載する。ただし 「 補正方法 」が「削除」のときは 「 補正の内、【 】 、【

容 」の欄は設けるには及ばない。】

【手続補正２】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】 第○類

【補正方法】

【補正の内容】

【第○類】

【指定商品（指定役務 】）

【手続補正３】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】 第○類

【補正方法】

【補正の内容】

【第○類】

【指定商品（指定役務 】）

ニ 「 指定商品（指定役務 」には、補正後の指定商品（指定役務）の全てを記載する。【 ）】
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この場合、指定商品（指定役務）が２以上ある場合は、それぞれの指定商品（指定役務）

の区切りにコンマ（ ）を付さなければならない。，

10 商標登録を受けようとする商標を補正するときは､「 補正の内容 」の欄に「 商標登録を【 】 【

受けようとする商標 」の欄及び商標記載欄を設け、補正後の商標登録を受けようとする商】

標の全体（異なる２以上の方向から表示した図によって立体商標を記載する場合は、全図）

を記載する。

11 補正をする単位を異にする２以上の個所を補正するときは 「 手続補正１ 」の欄の次に、【 】

「 手続補正２ 「 手続補正３ 」のように記載する順序により連続番号を付し、次のよう【 】」、【 】

に欄を繰り返し設けて記載する。

【手続補正２】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】

【補正方法】

【補正の内容】

【手続補正３】

【補正対象書類名】

【補正対象項目名】

【補正方法】

【補正の内容】

12 商品及び役務の区分の数を増加する補正をする場合において、特許法等関係手数料令（昭

和35年政令第20号。以下「手数料令」という ）第４条第２項の表第１号の下欄に掲げる１。

の区分につき納付すべき手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、そ

の下に特許印紙の額を括弧をして記載する。商標法第76条第６項ただし書きの規定により、

現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは 「 手数料の表示 」の、（【 】）

「 予納台帳番号 」を「 納付書番号 」とし、当該納付書の番号を記載し、事務規程別紙（【 】） 【 】

第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるものとし、納付情報によると

きは 「 手数料の表示 」の欄の「 予納台帳番号 」を「 納付番号 」とし、納付番号、（【 】） （【 】） 【 】

を記載する。この場合において 「 納付金額 」の欄は設けるには及ばない。また、手数、（【 】）

料の補正を併せてするときは、一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。

13 「 手数料補正 」の欄は、手数料の補正をする場合（備考12及び14に該当するときを除【 】

く ）に次の要領により記載する。。

イ 特例法施行規則第40条第２項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは 「 補、【

正対象書類名 」には 「商標登録願 「期間延長請求書 「手続補正書 「出願人名義変】 、 」、 」、 」、

更届 「審判請求書」のように書類名を記載し 「 予納台帳番号 」には予納台帳の番号」、 、【 】

、【 】 「 」、 ， 、を 「 納付金額 」には見込額から納付に充てる不足手数料の額（ 円 「 」等を付さず

アラビア数字のみで表示すること。以下この様式において同じ ）を記載する。。

ロ 商標法第７６条第６項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付する場合で
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あって、特例法施行規則第４０条第４項の規定により口座振替による納付の申し出を行う

ときは 「 補正対象書類名 」には 「商標登録願 「期間延長請求書 「手続補正書 、、【 】 、 」、 」、 」

「出願人名義変更届 「審判請求書」のように書類名を記載し 「 予納台帳番号 」を」、 、（【 】）

「 振替番号 」とし、振替番号を記載し 「 納付金額 」には納付すべき不足手数料の額【 】 、【 】

を記載する。

ハ 納付すべき不足手数料の額の特許印紙をはるときは、左上余白にはるものとし、その下

にその額を括弧をして記載し 「 補正対象書類名 」には 「商標登録願 「期間延長請求、【 】 、 」、

書 「手続補正書 「出願人名義変更届 「審判請求書」のように書類名を記載し 「 納」、 」、 」、 、【

付金額 」には納付すべき不足手数料の額を記載し 「 予納台帳番号 」の欄は設けるに】 、（【 】）

は及ばない。

ニ 商標法第76条第６項ただし書の規定により、現金により不足手数料を納付した場合であ

って、納付書によるときは 「 補正対象書類名 」には 「商標登録願 「期間延長請求、【 】 、 」、

書 「手続補正書 「出願人名義変更届 「審判請求書」のように書類名を記載し 「 手」、 」、 」、 、【

数料の表示 」の欄の「 予納台帳番号 」を「 納付書番号 」とし、当該納付書の番号】 （【 】） 【 】

を記載し、事務規程別紙第４号の12書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙にはるも

のとし、納付情報によるときは 「 手数料の表示 」の欄の「 予納台帳番号 」を「 納、【 】 （【 】） 【

付番号 」とし、納付番号を記載する。この場合において 「 納付金額 」の欄は設ける】 、（【 】）

には及ばない。なお、商品及び役務の区分の数を増加する補正を併せてするときは、一の

納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。

14 「 手数料の表示 」の欄は、備考12の手数料の納付に際して特例法施行規則第40条第２項【 】

の規定により見込額からの納付の申出を行うときは 「 予納台帳番号 」には予納台帳の番、【 】

号を 「 納付金額 」には見込額から納付に充てる手数料の額を記載する。商標法第７６条、【 】

第６項ただし書の規定により、現金により手数料を納付する場合であって、特例法施行規則

第４０条第４項の規定により口座振替による納付の申し出を行うときは 「 予納台帳番、（【

号 」を「 振替番号 」とし、振替番号を記載し 「 納付金額 」には納付すべき手数料の】） 【 】 、【 】

額を記載する。

15 第16条第２項の規定により２以上の補正を一の書面でするときは 「 事件の表示 」の欄、【 】

には 「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「 別紙 」と記載して、当該補正、 【 】

に係る事件の表示（事件の表示の区切りには読点「 」を付すこと ）を記載する。、 。

【別紙】

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、

16 第16条第３項の規定により補正と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。

イ 「 書類名 」を「手続補正書及び登録名義人の表示更正登録申請書」とし 「 補正をす【 】 、【

る者 」の欄を「 補正をする者及び申請人 」とする。】 【 】

ロ 「 事件の表示 」の欄には「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「 別【 】 【

紙 」と記載し 「 手続の補正に係る事件の表示 」及び「 表示更正登録申請に係る商標】 、【 】 【
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登録番号 」の欄を設けて、当該補正に係る事件の表示及び申請に係る商標登録番号（事】

件の表示又は商標登録番号の区切りには読点「 」を付すこと ）を記載する。、 。

【別紙】

【手続の補正に係る事件の表示】

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、

商願○○○○－○○○○○○、商願○○○○－○○○○○○、

【表示更正登録申請に係る商標登録番号】

商標登録第○○○○○○○号、商標登録第○○○○○○○号、

商標登録第○○○○○○○号、商標登録第○○○○○○○号、

ハ 「 手続補正１ 」の欄の次に「 更正に係る表示 」及び「 登録の目的 」の欄を設け、【 】 【 】 【 】

「 更正に係る表示 」の欄には「 更正前の表示 」及び「 更正後の表示 」の欄を設けて、【 】 【 】 【 】

更正に係る表示が氏名（名称）であるときはその氏名（名称）を、更正に係る表示が住所

（居所）であるときはその住所（居所）をそれぞれ記載し 「 登録の目的 」の欄には 「登、【 】 、

録名義人の表示更正」のように記載する。

ニ 登録免許税の納付に係る収入印紙は左上余白部分にはるものとし、その下に収入印紙の額

を括弧をして記載する。ただし、登録免許税法第５条第４号又は第５号の規定により登録免

許税が課されない登録の申請をするときは収入印紙は不要とし 「 登録の目的 」の欄の次、【 】

に「 非課税である旨の申出 」の欄を設け 「住居表示の実施による表示の更正の登録の申【 】 、

請」又は「行政区画の変更による表示の更正の登録の申請」のように記載する。

ホ 商標登録令第10条において準用する特許登録令第36条の規定により書面の提出を省略する

ときは 「 手数料の表示 」の欄の次に「 提出物件の目録 」の欄を設け、その次に「 物、（【 】） 【 】 【

件名 」の欄を設けて、当該書面の書類名を記載し、更にその次に「 援用の表示 」の欄を】 【 】

設けて、同条第１項の規定によるときは当該書面が提出される手続に係る商標登録番号、書

類名及びその提出日を、同条第２項の規定によるときは当該書面が提出された手続に係る商

標登録番号、書類名及びその提出日を記載する。また、２以上の書面の提出を省略するとき

は 「 提出物件の目録 」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。、【 】

【物件名】

【援用の表示】

【物件名】

【援用の表示】

17 その他は、様式第２の備考１から５まで、13、14、16、20、23から25まで及び34から38まで、

様式第10の備考２及び５並びに様式第11の備考４と同様とする。
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